
（参考）国民健康保険に関する動きについて 

 
１ 京都府国民健康保険運営方針の改定について（別添１） 
 （運営方針について） 

   国民健康保険法（第８２条の２）において，都道府県が行う国民健康保険の安定

的な財政運営並びに都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な

運営の推進を図るため，都道府県が国民健康保険事業の運営に関するする方針を定

めるものとされている。 
   現在，平成３０年度から３年間の方針が定められており，今回，令和３年度から

３年間の方針に改定されるもの。 
   ※別添は中間案であり，最終版は令和３年２月中に京都府において公表予定 
 

 （主な改定内容） 

  (1) 市町村国保会計の赤字削減等の取組を強化し，京都府は，市町村ごとに赤字の

状況を公表（見える化）する。 

  (2) 保険料率について，次期計画期間では府内統一はしないが，将来的には保険料

水準の統一を目指し，市町村と課題等を整理する。 

   

 
２ マイナンバーカードの保険証利用について（別添２） 

 （制度の概要） 
   令和３年３月から，医療機関等において医療保険資格をオンラインで確認ができ

る「オンライン資格確認」が開始される予定であり，マイナンバーカード（ＭＮカ

ード）を健康保険証として利用することができるようになるもの。 
 
 （主なメリット） 
  (1) ＭＮカードによる資格確認に対応した医療機関等では，ＭＮカードのみで受診

が可能。（医療保険が変わる際，新保険者側で資格異動に係る手続きが完了してい

れば，新しい保険証の発行を待たずにＭＮカードで受診が可能。） 

  (2) 高齢受給者証や限度額適用認定証（７０歳未満の滞納世帯を除く。）等の持参が

原則不要になる。 

   (3) 被保険者本人がマイナポータル画面から，特定健診データや，薬剤情報の閲覧

が順次可能となる。 

  (4) 確定申告手続きで，マイナポータルを活用して医療費情報を取得した場合には，

その医療費に係る領収書の保存が不要（令和４年１月予定）。 

  (5) 医療機関等において，診療時における確実な本人確認と，被保険者資格確認が

可能となる。  など 

  



３ 子どもに係る均等割保険料の軽減措置の導入について（別添３） 

 （趣旨） 
   子育て世帯の経済的負担軽減の観点から，子どもの均等割保険料を軽減するもの

であり，国（第２０４回国会）において改正法案が審議予定。 
 
 （軽減措置の概要） 
   本市の国民健康保険料は，被保険者均等割，世帯別平等割，所得割から成ります

が，そのうち就学前の子どもに係る均等割について，５割を公費負担により軽減す

るもの。 
  ・対象：未就学児 
  ・軽減内容：未就学児に係る均等割保険料の５割を公費により軽減 
    子ども１人当たり年額 ３３，２３０円 ⇒ １６，６１５円 

（※本市の令和３年度保険料で試算） 

  ・負担割合：国１／２，都道府県１／４，市町村１／４ 

  ・施行時期：令和４年度 
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